
令和 5年度 第 2回磐田市多文化共生社会推進協議会 摘録 

日  時 令和５年 10 月 20 日（金）午後７時 00分～午後 8時 30分 

場  所 磐田市役所 本庁舎４階 大会議室 

出席委員 
田中副会長、藤原委員、川原委員、相川委員、鈴木委員、 

伊藤委員、仲村委員、松井委員、神谷委員、 

事 務 局 ダイバーシティ推進室長、担当職員 2名 

オブザーバー
学校教育課 担当職員 1名 

多文化交流センター センター長 

［会議内容］ 

１  開会 

２  副会長あいさつ 

３  報告事項 

 第 1回協議会の振り返りについて                 資料 1 

 磐田市版やさしい日本語ガイドブックについて       資料 2

 外国人アンバサダー就任について 資料 3

4 協議事項 

 次年度開催予定 県西部地域合同                資料 4 

   企業向けセミナー事業について 

5 閉会 

[会議概要摘録] 

１  副会長あいさつ 

 ・キャリア教育について 

ブラジル人学校で講話する機会があり、ブラジル籍の高校 3年生に進路について話を 

した。卒業を 2 ヶ月後に控える 15 人の内、14 人が卒業後の進路が“わからない”と答え

た。学習支援も大切だが、キャリア教育についても適切な支援を検討する必要がある。 

2  連絡事項  

 ・インターナショナルフェスタについて 

  令和 5年 11月 11日（土）、12 日（日）に開催する。 

  これまで「フェア」としていたが、内容を見直し「フェスタ」と改称した。 

資料１



3  報告事項における主な意見 

  やさしい日本語×翻訳アプリの周知 

   ・外国人としては、やさしい日本語を使ってもらえるとありがたい。 

    そして、翻訳アプリを一緒に使ってもらえると、コミュニケーションがスムーズに 

    行えるため、ぜひより多くの人に周知をしてもらいたい。 

  外国人アンバサダーの構成 

   ・現在、若者世代のアンバサダーはいない。 

    若者に向けたキャリア教育などの情報は、近い世代の方がいた方が良い。 

  顔を合わせる情報発信 

   ・SNS を活用することも大事ではあるが、互いの顔が見える場を作ることで、 

    「心の距離」を縮めることが大切である。 

    “伝える”情報発信から、“伝わる”情報発信にしていくには、もっと親近感や 

    興味を持ってもらうための取組みが必要。 

3  協議事項における主な意見 

次年度開催予定 県西部地域合同 企業向けセミナー事業に向けて 

    ・ワークショップ形式で、ワークシートを活用して議論を実施した。 

     議論結果については、別紙ワークシートに取りまとめ。 

以下公開しない                                

[会議録] ※オブザーバーはOBS と表記、事務局は総じて事務局と表記 

１ 開会（事務局） 

 ・欠席者は 5名「佐伯会長、平野委員、松下委員、薛委員、渡邉委員」 

２ 副会長あいさつ 

・会長の育児休暇取得に伴い、不在期間の代理人として会長から推薦を受けた。 

  専門的な知見があるわけではなく、皆様と同じ立場で参加しているため、皆様のご意見を

多く聞かせていただきたい。 

 ・ブラジル人学校で講話する機会があり、ブラジル籍の高校 3年生に進路について話を 

した。卒業を 2 ヶ月後に控える 15 人の内、14 人が卒業後の進路が“わからない”と答え

た。学習支援も大切だが、キャリア教育についても適切な支援を検討する必要がある。 

資料１



資料１

【株式会社松下工業　松下様より】
・他県の取組みや優良企業の取組み事例を紹介する。
・人手不足に苦しむ中小企業、小規模事業者を対象とすべき。
・ハローワークや実習生管理組合など、外国人材の窓口
　となっている組織や、実際に同規模で受入れしている　
　事業所の実情を聞ける場が良いと感じる。

【平野ビニール工業株式会社　平野様より】
・技能実習制度見直しについての説明会としてはいかがか。
　見直し最終案では、大手企業に有利な改正となっている。
・新制度では、実習生に対する待遇改善が必須となり、
　負担が大きく増していく。
　しかし、この改正を詳しく知らない企業が多くある。
・価格や福利厚生では、大手企業と競争できないため、
　外国人受入環境で競わなければ、生き残っていけないと
　伝える場としてはどうか。
・有識者や、受入事業主によるパネルディスカッション
　なども面白いかもしれない。当事者の危機意識と関心の
　高い内容であるため、興味を持って参加する企業が、
　多くあるかもしれない。





資料２ 

R5年度 磐田市日本語教室の実施状況報告 
  今年度磐田市日本語教室の実施状況について、２月 18日時点での結果を、以下のとおり報告します。

１ 実績について（受講者数・修了証発行者数など）                                       
 参加人数について 

 ５月～10月 11 月～３月 R５年度 R4年度 増減 

申込人数 124 人 176 人 300 人 388 人 -88 人 

１回以上参加した人数 103 人 128 人 231 人 286 人 -55 人 

うち、４回以上参加した人数 56 人 65 人 121 人 134 人 -13 人 

継続受講率(４回以上参加者) 54.3％ 50.7％ 52.4％ 46.9％ +5.5％ 

 日本語レベルの変化（受講前と受講後の比較）

※R4年度受講前のレベル評価は、受講者の自己評価によりレベルを判定しており、 

R5年度からは、支援者の評価を加えるようにしている。 

２ 前年度課題に対する改善案の実施結果について                                      
 入門クラスで待機者が多くなってしまった。 

  ⇒改善案：体験会や養成講座で初級クラス支援者を増やし、経験の長い支援者を入門クラスに配置換えする。 

  ⇒結  果：33人の新規ボランティア登録。 

           後期教室から１名配置換えを実施。 

 日本語レベル判定において、受講前後で判定方法が異なる。 

  ⇒改善案：事前のレベル評価を自己評価だけでなく、支援者の評価を加える。 

  ⇒結  果：レベルが下がった方の割合が大幅に減少し、適正な評価ができるようになった。 

 学習者が教室後半に減る傾向がある。 

⇒改善案：支援者数の確保と支援能力による配置見直し。体験活動に力を入れる。教室前の連絡を入れる。 

  ⇒結  果：地域のお祭り団体と協力した文化体験や、神社へお参りに行く、避難所へ行くなどの体験をした。 

           教室開催前に LINE などで連絡を取るなどもしたが、回を重ねるごとに減少傾向であった。 

３ 次年度に向けた検討事項                                                       
 ○ 企業や地域などとの協力体制構築について 

   ・外国人市民の日本語学習支援だけでなく、地域の住民らと生活に関する話をする、交流の場や社会参画の 

    場としての機能が期待されるため、受講者個人に向けたアプローチだけでなく、所属する企業や地域との協

力体制の構築方法を検討する。 

合計 上がった 変化なし 下がった 比較不可 

R5 ５月～10 月 31 人 19 人（61％） 10 人（32％） 2 人（6％） 0 人 

R4 ５月～10 月 32 人 11 人（34.4％） 12 人（37.5％） 7 人（21.8％） 2 人（6.3％） 

増減 -1 ＋8 人 －2 人 －5人 －2人





資料３ 

ポルトガル語版広報いわたの電子化について
  現在、紙媒体で配布しているポルトガル語版広報いわた（以後ポ語広報と称する）を、

令和 6年 6月から電子配布に一本化します。 

１ 現在の状況

  ポ語広報の配布・周知方法 

   ①紙媒体で以下の自治会および企業等に配布（自主申請制） 

     【A】自治会（187 自治会、1,057 部）、【B】企業（37社、754 部） 

     【C】市関連施設（36 カ所、754 部）※A・B は配布希望に応じて増減 

   ②ポルトガル語版 Facebook による発信（参考：令和 4年度 平均閲覧件数 1,504 件） 

  課題 

①自治会分は自治会等が直接配布しており、負担が生じている。 

②企業分は人事担当者が配布しており、負担が生じている。 

③紙媒体では、ポ語広報が閲覧されているかの数値記録が残らない。 

④印刷・郵送に係る手間、費用負担が生じている。（年間作業時間 48時間、費用 90万円） 

  関連調査 

①在留外国人の 99％がインターネット利用（内 98.5％がスマホ） 

②ポ語広報を毎月読む方の９割以上が、電子媒体による確認で良いと回答 

③令和６年 1月に実施したポ語広報配布自治会及び企業向け調査にて、電子化への異議０件 

※①は平成 28年の総務省調査、②は令和 5年 11月に実施した市調査の結果 

２ 電子化に向けた事業計画                                  

  電子化スケジュール 

    ・令和 6年 3月、4 月、5 月号のポ語広報に電子化情報を掲載し、事前アナウンス。 

    ・令和 6年 6月より、紙媒体での配布終了。電子配布のみに切り替え。 

  リスク管理 

   ①紙媒体でしか確認できない方がいた場合の措置 

     事前アナウンス時に、紙媒体による発行希望調査を行い、希望に応じて紙媒体で配布 

   ②配布者（自治会や企業）が外国人とのコミュニケーションに活用していた場合 

     令和 5年 12月～令和 6年 1月に配布者に対し調査を実施 

     要望がある場合は、紙媒体を配布 

  メリット 

   ①印刷・郵送する手間・費用削減、ペーパーレス化 

   ②電子化（多言語版 Facebook）により、閲覧件数を記録し、情報到達度を確認できる。 

   ③自治会や企業の配布事務の負担が削減される。 

コスト削減分により、タガログ語・ベトナム語への対応も検討を進める。 





資料 4 

自治会向け「テレビ de 通訳機」貸出 検証結果（報告）

１  経緯及び目的

  経緯 

①各支所へ通訳機を配置したが、豊岡・豊田支所は外国籍利用者が少なく利用が無かった。 

②自治会から要望を受け、通訳機を貸出したところ、好評で継続及び拡充希望があった。 

・以上①、②のことから、豊岡・豊田支所分の通訳機 2台を自治会向けに試験的に貸出開始 

  目的 

    ○自治会など地域単位のコミュニケーション活性化による多文化共生推進 

      具体例：自治会トラブルの解消及び外国籍住民の参画、対話による相互理解促進 

２  貸出体制                                  

  期間 

    ・令和 5年 12月 1日～令和 6年 2月 29日（3 ヶ月間） 

  貸出場所 

    ・磐田市役所本庁舎 2階 自治デザイン課ダイバーシティ推進室 

  取組みの周知方法 

    ①12 月 1日付の文書配布日に、全自治会長向けに発信 

    ②12 月 15日付けのポルトガル語版広報いわた配布日に案内チラシを同封 

  貸出方法

    ・スプレッドシートによる事前予約→窓口で端末授受&利用説明→利用→窓口へ返却 

     ※利用期間は、独占利用を避けるため 1週間の上限設定。 

3  実施結果                                                         
  ・令和 5年 12月 1日～令和 6年 2月 29日（3 ヶ月間）における、利用件数は０件 

  ・利用方法などに関する問い合わせは期間中１件 

 原因の推測 

    ・書面による案内を行ったが、電子機器に不慣れなことや過去に無いサービスであることから、 

     活用イメージを持っていただけなかった可能性がある。 

 今後に向けて 

    ・自治会向けの貸出サービスは、継続実施する。（貸出は問い合わせがあった場合のみ対応） 

    ・次年度、自治会向けに行う「やさしい日本語講座」にて当サービスの説明を実施する。 

     説明したうえで、ニーズが無かった場合は庁内窓口に設置とする。 





資料5 

静岡産業大学留学生連携事業の結果（報告） 
１  事業概要
  経緯 

    ①令和 4年度、学術交流基金を使い切り、学術交流振興事業費補助金を廃止。 

    ②令和 5年度からも、他の形で外国人留学生の金銭的支援を継続し、市事業に対して 

協力を得られるような新規事業を計画し、令和 4年度中に予算確保。 

    ③令和 5年度、静岡産業大学（※以降静産大と表記）と協議のうえ、事業発足。 

  目的 

    ○日本と母国の 2つの文化や言語を知る外国人留学生ならではの発想による、多文化共生 

      イベントの企画及び運営を行い、日本人と外国人の交流を促す。 

  内容 

    ・静産大留学生が多文化共生課題を認識し、興味関心のある分野について、解決に向けた 

     企画提案・実施を行う。 

    ・留学生の活動補助、市との連絡調整を一般社団法人学び舎フレンドシップへ委託 

    ・複数回のミーティングを実施し、2月 10日（土）実施 

２  実施結果
 様々な団体によるブース展示 

   ・多文化交流センターや磐田国際交流協会の活動紹介や、静岡国際言語学院の学生による 

    異国言語でお名前書きますブース、着物の着付けブース、留学生による自国紹介ブースなど。 

 留学生らによる自国文化プレゼンテーション 

   ・アメリカ、ブラジル、台湾、ミャンマー、ペルー国籍の留学生が、自国の文化や考え方などを紹介 

 チアホーザの学生や近隣のダンスチームによるステージ発表 

   ・ペルーの伝統的な踊りの披露、子どもらによるサンバ、カポエイラを取り入れたダンス、 

    ピアノと歌の披露、多言語による絵本読み聞かせなど、様々な活動を実施 

 ●当日の来場者は 150 人以上となり、市長も視察しました。 





資料 6 

4市 1町の多文化共生広域連携促進会議の結果（報告） 

１  第１回会議（令和５年８月８日（火））結果まとめ                             

・袋井市役所にて、対面形式で開催 

 各市の取組み報告及び連携事業案の協議 

【A】日本語教室の情報交換  【B】災害時の多言語指差しツールの共同作成 

【C】企業向け多文化共生意識啓発セミナー 

【D】外国人向け介護人材育成サポート事業の広域化（袋井市が既に取組み） 

 次回【D】について、広域連携に向けた協議を予定 

２ 臨時会議（令和５年９月 27日（水）オンライン開催）結果まとめ    

○企業向けセミナーの次年度開催に向けた協議 

 ・各市の本事業案に対する意向調査と予算要求の可否 

  各市事業案に対して意欲的であり、予算要求も可能と確認し、次年度開催として企画 

３ 第２回会議（令和５年１２月１８日（月））結果まとめ                   

  ・袋井市役所にて、対面形式で開催 

○外国人向け介護人材育成サポート事業の広域化について 

 事業実施者の（一社）グローバル人財サポート浜松の代表者からの事業紹介 

  ・グローバル人財サポート浜松が、外国籍の方を対象に介護職員初任者研修を実施 

  ・袋井市が、 研修会場の確保、②外国人材受入介護サービス事業所の確保 

③研修説明会、④市内介護サービス事業所に就労した修了者に対する奨励金交付 

を行っている。 

 各市、多文化共生担当課と介護保険担当課から係長級が集まり協議 

  ・実施に向けた主な論点 

  ①開催会場について 

    ・会場を固定して実施するパターンと、各市会場を持ち回り制とするパターン。 

    ・会場市は、会場管理や当日従事などの事務負担が生じる。 

  ②奨励金の取扱いについて 

    ・奨励金は各市足並みを揃えて実施することで、事業説明をしたい。 

    ・外国人に限って奨励金を支払うことは公平性に欠けるため、不可能 

 これからに向けて 

    ・今回あがった①、②の論点について、協議内容を踏まえて各市で意向をまとめる。 

     令和６年 3月中に、オンライン会議により各市の意向を共有し、令和 6年度に向けた 

     取組みの方向性を確定していく。 

    ・3 月 11日～19日に、第 3回会議開催に向けて調整中
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課題 解決に向けた取組み
・テレビde通訳機の貸出利用
・自治会、協議会単位による、やさしい日本語学習
・日本語教室への参加による、自発的な交流

想定される課題
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主体

・職場環境の整備
　（例：やさしい日本語導入、学習環境強化など）
・行政と連携した、暮らしやすさも含めた人事募集
・文化体験や地域との繋がりづくりによる魅力づくり

・テレビde通訳機の増台、利用分数拡大
・NIJI増設、教職員育成、幼稚園の受入ノウハウ化
・税、国保、子育て、介護分野の様式の多言語化
・企業、地域に向けた学習機会の提供、情報提供
・外国人受入メリットの提示
・日本語学習支援の在り方見直し
　（例：生活者レベル以上の支援を行政ですべきかなど）

・東南アジア圏の言語への対応
・教育環境の見直し
　（例：NIJI、小中学校、幼稚園のニーズ増
・企業、地域に向けた社会変容の情報発信
・企業、地域に向けた受入意識啓発
・日本語学習ニーズの拡大

・待遇向上義務や転籍制限緩和により、
　大企業の給与面と競合することになる。
・技能習得支援+日本語習得支援が必要

・ベトナム、タイ、インドネシア向けの案内対応
・東南アジア圏との宗教、文化の違い
　足を組む・頭をなでると失礼、左手は不浄等


